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午前１０時００分 開議   

○議長（小比類巻雅彦君） おはようござい

ます。 

 出席議員は、定足数に達しておりますの

で、会議は成立いたします。 

 これより、本日の会議を開きます。 

 本日の議事は、お手元に配付しております

議事日程第４号をもって進めます。 

───────────────── 

  ◎日程第 １ 認定第 １号から 

   日程第１０ 議案第７９号まで 

○議長（小比類巻雅彦君） 日程第１ 認定

第１号平成２６年度三沢市一般会計歳入歳出

決算認定についてから日程第１０ 議案第７

９号平成２６年度三沢市水道事業会計未処分

利益剰余金の処分についてまでの計１０件を

一括議題といたします。 

 決算審査特別委員会の審査報告書は、お手

元に配付したとおりです。 

 委員長、補足して報告する事項があります

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小比類巻雅彦君） ただいまの委員

長報告に対し、質疑を行いますが、通告があ

りませんので、質疑を終結します。 

 次に、討論を行います。 

 なお、討論の通告がありますので、発言を

許します。 

 奥本菜保巳議員。 

○４番（奥本菜保巳君） 私は、認定第１号

平成２６年度三沢市一般会計歳入歳出決算認

定について、その中身に対し、一部反対の立

場で討論いたします。 

 平成２６年度は、４月から消費税が５％か

ら８％へと増税され、そのため消費が冷え込

み景気が悪化しました。さらに、円安による

輸入原材料の値上げにより物価も上がり、二

重に家計を苦しめました。 

 働く人の実質賃金は、物価の上昇に賃金の

上昇が追いつかず、何カ月も連続で引き下

がっています。年収２００万円以下の働く貧

困層は、史上最多の１,１２０万人に達しまし

た。雇用もふえたのはパートや派遣などの非

正規雇用が中心で、非正規労働者は２,０００

万人を突破しました。 

 また、年金は、前年に引き続き０.７％引き

下げとなりましたが、７０歳から７４歳の患

者の窓口負担は１割から２割に引き上げられ

ました。年金保険料も上がりました。 

 復興増税として、１０年間にわたって住民

税が年額１,０００円増税になりました。 

 しかし、児童扶養手当は０.３％減額され、

生活保護費も減額されました。 

 政府は、消費税の増税分は全て社会保障に

使われると言って宣伝してきましたが、私ど

もの調査では、厳密に言えば新たに回ったの

は増税分の１割、５,０００億円だけです。こ

れまで社会保障に使われていた財源を消費税

増税分に置きかえただけのことです。 

 さらに、２６年度は０.７％の年金削減で

３,５００億円が浮くことになりました。７０

歳から７４歳の患者窓口負担が２割になるこ

とによって、完全に実施されれば４,０００億

円浮くことになります。これで本当に社会保

障のためと言えるのでしょうか。 

 アベノミクスによって、輸出大企業は空前

の利益を上げ、内部留保が２８５兆円にも上

り、また、所得が１０億円を超える富裕層は

１年間で２.２倍にふえたそうです。 

 このように格差が広がる中、地方はその恩

恵にあやかることなく、景気もよくなった実

感はありません。人口減少に歯どめがかから

ず、頭を痛めることばかりです。 

 当然三沢市においても、景気がいいといっ

た話は聞こえてきません。生活保護を申請し

たいという人がふえていると担当者から伺っ

ています。 

 こういった地方の実情から、政府は補正予

算で経済対策を盛り込み、個人消費のてこ入

れと地方経済の底上げを掲げ、抜本的対策に

はほど遠い内容でしたが、低所得者への生活

支援にも取り組みました。 

 しかし、三沢市はこれまでどおりの事業運

営にとどまり、三沢市独自の生活支援策は見
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受けられませんでした。低所得者等への福祉

灯油、国民健康保険での４４条にある低所得

者への窓口負担の軽減など、生活支援や子育

て支援に対し、もっと手当てすべきであると

思います。 

 しかし、生活支援となると、財源がないと

言います。それでも今年度の決算も黒字に

なっているではありませんか。財源がないの

ではなく、生活支援のために財源を使う気が

ないように感じています。 

 私は、公共施設マネジメントを早急に進

め、身の丈に合わない公共施設の維持管理費

を見直しながら、地域経済活性化を進め、教

育のソフト部分と生活支援の財源を確保して

いくべきだと思います。しかしながら、今回

の決算の中身において、その施策が不十分で

あったと思います。 

 よって、以上の観点から、平成２６年度一

般会計決算に対して、一部反対を表明いたし

ます。 

○議長（小比類巻雅彦君） 次に、瀬崎雅弘

議員。 

○５番（瀬崎雅弘君） 私は、認定第１号平

成２６年度三沢市一般会計歳入歳出決算認定

について、賛成の立場で討論いたします。 

 日本経済の現状は、今のところ改善テンポ

にばらつきが見られるものの、緩やかな回復

基調が続いているとされておりますが、地方

においては、その回復基調をなかなか実感で

きず、依然として厳しい経済状況が続いてお

ります。 

 また、地方自治体の財政運営についても、

市税をはじめとする自主財源や地方交付税の

増額が見込めないことから、依然として厳し

い財政運営を強いられながら、多様化する市

民ニーズに応えるためには、事業の選択と集

中を的確に行いながら健全な財政運営に努め

なければなりません。 

 このような状況にあって、本市の平成２６

年度一般会計の決算状況は、実質収支で４億

２,６３３万６,０００円の黒字となり、健全

化判断比率の各比率においても早期健全化基

準を大幅に下回る結果となっております。 

 具体的に平成２６年度決算の内容を見ます

と、民生費の割合が３０.６％と最も高く、次

いで教育費、土木費が大きな割合を占めてお

りますが、これらの経費が決算全体の５６.４

％を占めております。 

 このことは、住民生活に直結する事業とし

て、いわゆる社会保障関連経費に十分な予算

が配分されているほか、市民生活の利便性を

図る都市基盤整備や快適な教育環境の整備な

ど、次代を担う子供たちの健全な育成に対し

ても十分な予算執行がなされたものでありま

す。 

 また、高齢化に伴う社会保障関連経費が膨

らむ中、人件費や扶助費などの義務的経費

が、平成２５年度と比較し大幅に減少してい

ることは、行財政改革に積極的に取り組んだ

結果であると判断できます。 

 さらに、財政調整基金等の取り崩し可能な

基金の残高は４７億円を超える状況となって

おり、これも経費の削減合理化に努めた結果

と言えます。これらの基金は、災害等の不測

事態に対応するといった本来の目的のほか、

さらなる市民サービスの向上を目指しながら

持続可能な財政運営を進めていくためには必

要不可欠なものと理解しております。現在の

基金残高は決して多過ぎることはないと考え

ております。 

 以上のことから、今回の認定第１号平成２

６年度三沢市一般会計歳入歳出決算認定につ

いては、三沢市政発展のために必要不可欠な

事業の予算執行が適切になされた結果である

と判断し、認定について賛成するものであり

ます。 

○議長（小比類巻雅彦君） 以上で、討論を

打ち切ります。 

 これより、採決します。 

 認定第１号平成２６年度三沢市一般会計歳

入歳出決算認定についてを除く、認定第２号

平成２６年度三沢市国民健康保険特別会計歳

入歳出決算認定についてから日程第１０ 議

案第７９号平成２６年度三沢市水道事業会計
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未処分利益剰余金の処分についてまでの９議

案は、委員長報告のとおり決することに御異

議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小比類巻雅彦君） 御異議なしと認

めます。 

 よって、認定第２号平成２６年度三沢市国

民健康保険特別会計歳入歳出決算認定につい

て、認定。認定第３号平成２６年度三沢市食

肉処理センター特別会計歳入歳出決算認定に

ついて、認定。認定第４号平成２６年度三沢

市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認

定について、認定。認定第５号平成２６年度

三沢市下水道事業特別会計歳入歳出決算認定

について、認定。認定第６号平成２６年度三

沢市介護保険特別会計歳入歳出決算認定につ

いて、認定。認定第７号平成２６年度三沢市

後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定に

ついて、認定。認定第８号平成２６年度三沢

市水道事業会計決算認定について、認定。認

定第９号平成２６年度三沢市立三沢病院事業

会計決算認定について、認定。議案第７９号

平成２６年度三沢市水道事業会計未処分利益

剰余金の処分について、可決とそれぞれ決し

ました。 

 次に、認定第１号平成２６年度三沢市一般

会計歳入歳出決算認定についてを採決しま

す。 

 本案に対する委員長報告は、認定です。 

 本案は、委員長報告のとおり決することに

賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（小比類巻雅彦君） 起立多数です。 

 よって、認定第１号平成２６年度三沢市一

般会計歳入歳出決算認定については、認定と

決しました。 

───────────────── 

  ◎日程第１１ 議案第６２号から 

   日程第１６ 議案第６７号まで 

○議長（小比類巻雅彦君） 日程第１１ 議

案第６２号専決処分の承認を求めることにつ

いて（平成２７年度三沢市一般会計補正予算

（第２号））から日程第１６ 議案第６７号

平成２７年度三沢市介護保険特別会計補正予

算（第１号）までの計６件を一括議題としま

す。 

 予算審査特別委員会の審査報告書は、お手

元に配付したとおりです。 

 委員長、補足して報告する事項があります

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小比類巻雅彦君） ただいまの委員

長報告に対し、質疑を行いますが、通告があ

りませんので、質疑を終結します。 

 次に、討論を行いますが、通告がありませ

んので、討論を終結します。 

 これより、採決します。 

 議案第６２号専決処分の承認を求めること

について（平成２７年度三沢市一般会計補正

予算（第２号））から議案第６７号平成２７

年度三沢市介護保険特別会計補正予算（第１

号）までの６議案は、委員長報告のとおり決

することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小比類巻雅彦君） 御異議なしと認

めます。 

 よって、議案第６２号専決処分の承認を求

めることについて（平成２７年度三沢市一般

会計補正予算（第２号））、可決。議案第６

３号平成２７年度三沢市一般会計補正予算

（第３号）、可決。議案第６４号平成２７年

度三沢市国民健康特別会計補正予算（第１

号）、可決。議案第６５号平成２７年度三沢

市食肉処理センター特別会計補正予算（第１

号）、可決。議案第６６号平成２７年度三沢

市下水道事業特別会計補正予算（第１号）、

可決。議案第６７号平成２７年度三沢市介護

保険特別会計補正予算（第１号）、可決とそ

れぞれ決しました。 

───────────────── 

  ◎日程第１７ 議案第６８号から 

   日程第２７ 議案第７８号まで 

○議長（小比類巻雅彦君） 日程第１７ 議

案第６８号職員の再任用に関する条例の一部
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を改正する条例の制定についてから日程第２

７ 議案第７８号市道の路線の認定について

までの計１１件を一括議題とします。 

 条例等審査特別委員会の審査報告書は、お

手元に配付したとおりです。 

 委員長、補足して報告する事項があります

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小比類巻雅彦君） ただいまの委員

長報告に対し、質疑を行いますが、通告があ

りませんので、質疑を終結します。 

 次に、討論を行います。 

 なお、討論の通告がありますので、発言を

許します。 

 奥本菜保巳議員。 

○４番（奥本菜保巳君） 私は、議案第６９

号から議案第７１号までの３議案に対し、一

括で反対の立場で討論いたします。 

 当該議案は、この１０月から通知カードが

発行される社会保障・税番号制度、いわゆる

マイナンバー制度導入のために整備・制定さ

れるものとなっています。 

 しかしながら、この制度内容に関しては、

多くの方が認知できていない状況にあると言

われています。 

 日本国内に住民票を持つ赤ちゃんからお年

寄りまで、全ての国民一人一人に１２桁の番

号を割りつけし、国が情報管理し、税や社会

保障の手続などで使用する仕組みとなってい

ます。さらに、最近では、金融機関の預貯金

口座にも広げる法改正が成立しました。 

 このマイナンバー制度は、手続の際、戸籍

謄本などの添付書類の必要がなくなるなど、

利用者の利便性が強調されていますが、それ

以上に、個人情報の漏えいやなりすましなど

の犯罪に利用されるといったリスクが伴うも

のとなっています。 

 そして、当該制度の狙いは、国民の収入、

財産の実態をつかみ、税や保険料の徴収強化

と社会保障の給付削減を押しつけることにあ

るのではないでしょうか。所得と資産を完璧

に国が把握し、社会保障の対象を絞り込むた

めの制度とも言えます。 

 また、体制面でも懸念があります。共同通

信が行った全国の市区町村へのアンケートに

よると、システム整備のおくれやセキュリ

ティー対策に不安を抱えているという自治体

が全体の６割にも及んでいるとの報道もあり

ました。ＤＶ被害者や介護施設などの入所者

への対応、住所不定者への対応などの問題も

あります。 

 さらに、不安を抱えているのが民間事業者

です。従業員とその家族の情報管理に対する

セキュリティー対策と、そのための初期費用

やランニングコストも各事業者負担となるた

め、中小業者の経営を圧迫することにもなり

ます。個人情報を漏えいさせた場合の罰則規

定も盛り込まれています。 

 このような大きなリスクとコストをかける

費用対効果も明らかにできない、混乱を招く

マイナンバー制度は中止させるべきだと思っ

ています。 

 よって、当該条例制定には反対いたしま

す。 

○議長（小比類巻雅彦君） 加澤明議員。 

○３番（加澤 明君） 私は、議案第６９号

三沢市個人情報保護条例の一部を改正する条

例の制定についてから議案第７１号三沢市手

数料条例の一部を改正する条例の制定につい

てまでの３議案について、賛成の立場で討論

いたします。 

 マイナンバー制度は、社会保障、税、災害

対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の

機関に存在する個人の情報が同一情報である

ことを確認するために活用されるもので、行

政を効率化し、国民の利便性を高め、公平か

つ公正な社会を実現する社会の基盤でありま

す。 

 今回の議案第６９号から議案第７１号まで

のマイナンバー制度に関連する各条例の制定

については、法の趣旨にのっとり、三沢市と

して適切に特定個人情報を管理し、マイナン

バーを利用するために必要不可欠なものであ

ります。 
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 また、当該制度の運用に当たって必要とな

る通知カード及び個人番号ガードの初回の交

付手数料及び経費については、市町村が国か

らの法定受託事務として取り扱い、国庫補助

対象となっていることから、市民の皆様が負

担することはありません。 

 ただし、紛失等により再交付となる場合の

交付手数料・経費については、国庫補助の対

象とならないことが国から示されていること

や、カードの紛失等により再交付を希望する

場合は、受益者負担の考えから手数料を負担

いただくものと考えております。 

 このような観点から、マイナンバー制度に

関連する議案第６９号から第７１号までの各

条例の制定については、将来の住民サービス

を考えたときに、非常に重要な制度であると

判断し、当該各条例に賛成をいたします。 

○議長（小比類巻雅彦君） 山本彌一議員。 

○１６番（山本彌一君） 議長のお許しをい

ただきましたので、議案第７１号三沢市手数

料条例の一部を改正する条例の制定につい

て、反対の立場で討論させていただきます。 

 今回、議会に上程された本市の手数料条例

の一部を改正する条例は、行政手続の個人を

識別するため、国の番号の利用等に関する法

律の施行に伴い、通知カードと個人番号カー

ドの再交付手数料の額を定めるものでありま

す。 

 その内容は、通知カードの再交付手数料１

件につき５００円と、個人番号カードの再交

付手数料１件につき８００円とするため提案

されたものであります。 

 私は、行政サービスに要する経費は、原則

として住民から徴収する地方税や国から交付

される地方交付税等の一般財源で賄われるべ

きと考えるものであります。 

 現在、戸籍や住民票、そして印鑑証明等の

手数料額が条例で制定されているところであ

ります。これは、地方税や地方交付税等の一

般財源を充てるよりも、特別な利益を受ける

住民から直接に手数料を徴収して、財源の一

部とすることが公平という観点から制定され

ているものであります。 

 近年、民間企業においてポイントカードの

サービスが実施され、多くの人気を集めてい

るところであります。これは、両者にとって

大きなメリットが共有されているためであり

ます。また、利用者が万が一カードをなくし

た場合、再発行に当たってお金は無料ないし

は１００円程度となっております。 

 今回の条例は、国の行政手続の個人を識別

するカードであります。この個人番号カード

は、全市民が対象であり、不特定多数が責務

を負うものであります。 

 現代は地方の時代と言われ、思いやりのあ

る行政サービスが求められている中で、市民

にとってはじめて経験するものであり、１年

ないしは２年の猶予期間も設定されず、市民

に対する配慮に欠けております。 

 一方、この個人番号カードは、国や公共団

体にとって大きなメリットがあります。 

 以上のことから、公益負担の観点から考え

るとき、国や公共団体が担うべきものであり

ます。したがいまして、国から交付される地

方交付金等で賄う事案であります。市民もは

じめてのことでもあり、国の個人番号カード

も同時に市民に負担を求めるべきではありま

せん。 

 また、この手数料収入は、本市の財源に大

きなウエートを占めるわけでもありません。

むしろ個人番号制度の理解や周知に努力する

ことが求められております。また一方、この

条例を制定しなければ、国からの罰則が伴う

わけでもありません。よって、市民に負担を

強いる天与の条例制定に対し納得がいきませ

ん。 

 以上の理由から、議案第７１号三沢市手数

料条例の一部を改正する条例の制定に対し、

反対を表明するものであります。 

 以上で、私の反対討論を終わります。 

○議長（小比類巻雅彦君） 以上で、討論を

打ち切ります。 

 これより、採決します。 

 議案第６９号三沢市個人情報保護条例の一
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部を改正する条例の制定についてから議案第

７１号三沢市手数料条例の一部を改正する条

例の制定についてまでの３議案を除く、議案

第６８号職員の再任用に関する条例の一部を

改正する条例の制定についてから議案第７８

号市道の路線の認定についてまでの８議案

は、委員長報告のとおり決することに御異議

ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小比類巻雅彦君） 御異議なしと認

めます。 

 よって、議案第６８号職員の再任用に関す

る条例の一部を改正する条例の制定につい

て、可決。議案第７２号三沢市立三沢病院事

業の設置等に関する条例の一部を改正する条

例の制定について、可決。議案第７３号小川

原湖大橋橋梁補修工事（Ｈ２６国）請負契約

の変更について、可決。議案第７４号有線放

送施設機器設置工事請負契約の締結につい

て、可決。議案第７５号財産の取得につい

て、可決。議案第７６号財産の取得につい

て、可決。議案第７７号青森県新産業都市建

設事業団に委託すべき事業に関する計画の一

部変更について、可決。議案第７８号市道の

路線の認定について、可決とそれぞれ決しま

した。 

 次に、議案第６９号三沢市個人情報保護条

例の一部を改正する条例の制定についてを採

決します。 

 本案に対する委員長報告は、可決です。 

 本案は、委員長報告のとおり決することに

賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（小比類巻雅彦君） 起立多数です。 

 よって、議案第６９号三沢市個人情報保護

条例の一部を改正する条例の制定について

は、可決と決しました。 

 次に、議案第７０号三沢市個人番号の利用

に関する条例の制定についてを採決します。 

 本案に対する委員長報告は、可決です。 

 本案は、委員長報告のとおり決することに

賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（小比類巻雅彦君） 起立多数です。 

 よって、議案第７０号三沢市個人番号の利

用に関する条例の制定については、可決と決

しました。 

 次に、議案第７１号三沢市手数料条例の一

部を改正する条例の制定についてを採決しま

す。 

 本案に対する委員長報告は、可決です。 

 本案は、委員長報告のとおり決することに

賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（小比類巻雅彦君） 起立多数です。 

 よって、議案第７１号三沢市手数料条例の

一部を改正する条例の制定については、可決

と決しました。 

───────────────── 

  ◎日程第２８ 三沢市選挙管理委員

会委員及び補充員の

選挙 

○議長（小比類巻雅彦君） 日程第２８ 三

沢市選挙管理委員会委員及び補充員の選挙を

行います。 

 お諮りします。 

 三沢市選挙管理委員会委員の選挙の方法に

ついては、地方自治法第１１８条第２項の規

定により、指名推選により実施したいと思い

ますが、これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小比類巻雅彦君） 御異議なしと認

めます。 

 よって、選挙の方法は、指名推選に決しま

した。 

 お諮りします。 

 指名の方法については、議長において指名

することにしたいと思いますが、これに御異

議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小比類巻雅彦君） 御異議なしと認

めます。 

 よって、指名の方法については、議長にお

いて指名することに決しました。 
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 それでは、三沢市選挙管理委員会委員に

は、石岡裕通氏、岩間たつ子氏、冨田和美

氏、沼田巌氏を指名します。 

 お諮りします。 

 ただいま議長において指名した方々を三沢

市選挙管理委員会委員の当選人とすることに

ついて御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小比類巻雅彦君） 御異議なしと認

めます。 

 よって、ただいま指名しました石岡裕通

氏、岩間たつ子氏、冨田和美氏、沼田巌氏

は、三沢市選挙管理委員会委員に当選されま

した。 

 次に、三沢市選挙管理委員会委員の補充員

の選挙を行います。 

 お諮りします。 

 選挙の方法については、地方自治法第１１

８条第２項の規定により、指名推選により実

施したいと思いますが、これに御異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小比類巻雅彦君） 御異議なしと認

めます。 

 よって、選挙の方法は、指名推選に決しま

した。 

 お諮りします。 

 指名の方法については、議長において指名

することにしたいと思いますが、これに御異

議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小比類巻雅彦君） 御異議なしと認

めます。 

 よって、指名の方法については、議長にお

いて指名することに決しました。 

 それでは、三沢市選挙管理委員会委員の補

充員には、根岸良克氏、新山秀美氏、藤原和

弥氏、小比類巻眞弓氏を指名します。 

 お諮りします。 

 ただいま議長において指名した方々を三沢

市選挙管理委員会委員の補充員の当選人とす

ることについて御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小比類巻雅彦君） 御異議なしと認

めます。 

 よって、ただいま指名しました根岸良克

氏、新山秀美氏、藤原和弥氏、小比類巻眞弓

氏は、三沢市選挙管理委員会委員の補充員に

当選されました。 

 なお、ただいま当選されました補充員の補

充の順序は、指名した順序にしたいと思いま

すが、これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小比類巻雅彦君） 御異議なしと認

めます。 

 よって、補充員の補充の順序は、第１位、

根岸良克氏、第２位、新山秀美氏、第３位、

藤原和弥氏、第４位、小比類巻眞弓氏とそれ

ぞれ決しました。 

───────────────── 

  ◎日程第２９ 基地対策特別委員会

中間報告 

○議長（小比類巻雅彦君） 日程第２９ 基

地対策特別委員会中間報告を議題とします。 

 舩見亮悦委員長。 

○１番（舩見亮悦君） 基地対策特別委員会

中間報告をいたします。 

 本委員会において審査中の事件について、

会議規則第４５条第２項の規定に基づき、中

間報告をいたします。 

 本委員会では、６月１９日の会議で決定し

た基地周辺対策の要望１０項目について、７

月２８日及び２９日の両日、副市長はじめ執

行部とともに、議長及び委員全員で国等に対

し要望行動を実施いたしました。 

 ７月２８日には、東北防衛局、総務省を訪

れ、本市の実情と要望項目の早期実現を強く

訴えたほか、県選出国会議員にも同様に要望

書を提出したところであります。 

 翌２９日には、防衛省を江藤聡智衆議院議

員同行のもと、要望項目の早期実現、特に三

沢飛行場第二滑走路の早期着工や地域の実情

に応じた移転措置について強く訴え、要望書

を提出してまいりました。 
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 これらの要望に対し、国の回答は、一部地

域振興などで評価できる部分もありますが、

大部分は明確な回答は得られなかったもので

あります。 

 また、９月１５日に会議を開催し、会議前

に東北防衛局から説明を受けた国への平成２

８年度概算要求における三沢基地の主要事業

について及び今後の要望活動について協議を

行いました。 

 特に、今後の要望活動につきましては、７

月に実施いたしました要望行動の結果を踏ま

え、より効果が期待できるよう、さきに要望

した１０項目から、第二滑走路の早期着工に

ついて、住宅防音工事に係る制度等の見直し

について、地域の実情に応じた移転措置につ

いて、地域振興に対する支援についてのうち

基地関連工事及び物品調達等の市内優先発注

についての４項目に絞って、三沢市民の生活

安定向上のために、再度、東北防衛局、防衛

省、さらには県選出国会議員に対して要望行

動を実施することとなりました。 

 以上、引き続き閉会中の継続審査とするこ

とを申し添え、基地対策特別委員会の中間報

告といたします。 

○議長（小比類巻雅彦君） これより、質疑

を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小比類巻雅彦君） ないようですの

で、質疑を終結します。 

 お諮りします。 

 この報告は、委員長報告のとおり、引き続

き閉会中の継続審査にしたいと思います。こ

れに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小比類巻雅彦君） 御異議なしと認

めます。 

 よって、基地対策特別委員会については、

引き続き閉会中の継続審査とします。 

───────────────── 

  ◎日程第３０ 三沢駅周辺地域等活

性化対策特別委員会

中間報告 

○議長（小比類巻雅彦君） 日程第３０ 三

沢駅周辺地域等活性化対策特別委員会中間報

告を議題とします。 

 西村盛男委員長。 

○１１番（西村盛男君） 本委員会において

審査中の事件について、三沢市議会会議規則

第４５条第２項の規定に基づき、中間報告を

いたします。 

 本委員会は、先般、８月２７日に会議を開

催し、三沢駅周辺整備事業について及び国・

県等に対する要望行動についての２件につい

て調査・検討を実施いたしました。 

 このうち三沢駅周辺整備事業につきまして

は、執行部から、先般完了した基本設計業務

の概要について説明があり、今後、交通ター

ミナルの整備や複合施設の整備など、総事業

費として約１９億５,０００万円を予定してい

ることや、三沢駅の駅機能を保持したまま工

事をしていくに当たり、仮設工事が必要とな

ること、さらには工事区域を分割して施工し

なければならないことなどから、工事期間を

要し、事業完成予定年度を平成３１年度と見

込んでいることなどについて説明がございま

した。 

 このような説明を受け、各委員からは、総

事業費にかかわる国からの助成割合や県から

の支援内容、完成後の維持管理経費の予定に

ついて質問があり、執行部からは、国からの

助成については、防衛省の再編交付金を活用

し、総事業費の７５％程度の助成を見込んで

いること。県に対しては、整備用地の無償譲

渡や駅周辺の県道整備、周辺の駐車場整備等

について要望していること。完成後の維持管

理経費については、まだ概算ではあるもの

の、およそ年間５,０００万円程度を見込んで

おり、当該経費については、財政運営計画に

反映させ、市の財政運営に影響がないもので

あることなどの説明がございました。 

 これらの説明に対しては、委員から、今後

の実施設計において寒冷地に対応したものに

するべきであるとの意見や、駅の整備に当

たっては、鉄道の専門業者による施工が必要
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になると思うが、できるだけ市内業者への発

注も考慮してほしいなどの意見が出されまし

た。 

 次に、国・県等への要望行動につきまして

は、三沢駅周辺整備事業が防衛省の再編交付

金を活用することとなったため、通常の補助

事業とは異なり、事業採択に向けた要望の必

要性が低くなったことから、今後、正副委員

長において、執行部との協議も踏まえながら

検討していくこととになりました。 

 以上、引き続き閉会中の継続審査とするこ

とを申し添え、三沢駅周辺地域等活性化対策

特別委員会の中間報告といたします。 

○議長（小比類巻雅彦君） これより、質疑

を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小比類巻雅彦君） ないようですの

で、質疑を終結します。 

 お諮りします。 

 この報告は、委員長報告のとおり、引き続

き閉会中の継続審査にしたいと思います。こ

れに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小比類巻雅彦君） 御異議なしと認

めます。 

 よって、三沢駅周辺地域等活性化対策特別

委員会については、引き続き閉会中の継続審

査とします。 

───────────────── 

  ◎日程第３１ 産業建設常任委員会

所管事務調査報告 

○議長（小比類巻雅彦君） 日程第３１ 産

業建設常任委員会所管事務調査報告を議題と

します。 

 加澤明委員長。 

○３番（加澤 明君） 先般、９月３日に行

いました産業建設常任委員会の所管事務調査

について、その概要を御報告申し上げます。 

 今回は、経済部の所管する事務事業で、新

産業創造支援センターの入居状況について、

仕事づくり支援事業補助金等の現状につい

て、建設部の所管する事務事業で、都市計画

道路の現状についての３件を調査いたしまし

た。 

 また、報告事項としまして、経済部より

アーケード撤去の進捗状況についての報告が

ありました。 

 はじめに、新産業創造支援センターの入居

状況についてでありますが、執行部の説明で

は、当該施設には、現在２企業、１団体が入

居しており、いずれも炭素繊維複合材料の研

究・開発をしている旨の説明がありました。 

 委員からは、入居している事業所に対する

市独自の支援についての質問があり、執行部

からは、今後、研究・開発したものが形にな

り、当市に企業立地していただいた際には、

誘致企業として認定し、奨励金を出すなどし

たいとの回答がありました。 

 次に、仕事づくり支援事業補助金等の現状

についてであります。 

 執行部の説明では、農林畜水産業の活性化

及び雇用の創出・拡大を目的とした仕事づく

り支援事業補助金には６件の申請があり、そ

のうち４件を採択し、補助金交付決定額は全

体で３,８６３万２,０００円、農林畜水産業

及び関連産業活性化を図ることを目的とした

特産品開発促進事業費補助金には６件の申請

があり、６件全て採択され、補助金交付決定

額は全体で３４７万８,０００円であるとの説

明がありました。 

 委員からは、補助金を交付するだけではな

く、その後のアフターケア等はどう考えてい

るのかと質問があり、物産展などに出品する

際の販路拡大やＰＲにも力を入れていきたい

との回答がありました。 

 次に、都市計画道路の現状についてであり

ます。 

 執行部からは、都市計画道路３・４・３号

中央・金谷線及び３・４・４号春日台・十和

田線についての説明があり、２０年以上要し

た事業であるが、ようやく完成のめどが見え

てきたこと。平成２８年度の供用開始を目指

し、今後も県と連携し、事業の進捗を図ると

の説明があり、説明の後、現地を確認いたし
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ました。 

 次に、報告案件でありますアーケード撤去

の進捗状況でありますが、執行部からは、今

年度は、経済産業省所管の補助事業につい

て、現時点においては予算化はされておら

ず、ほかの補助制度についても適当な制度が

現状見当たらないが、現在、老朽化の現状を

考えると、早急に工事を実施する必要性があ

ると考えることから、今後も補助メニューの

模索を検討しつつ、市の中期的な予算編成に

係る財政運営計画に盛り込んでいきたいと考

えているとの報告がありました。 

 今回の案件は、雇用の確保や中心市街地の

活性化など、当市における重要課題でありま

すことから、今後も引き続きその動向を注視

し、調査・報告を助言してまいりたいと思い

ます。 

 以上で、産業建設常任委員会の所管事務調

査報告とさせていただきます。 

○議長（小比類巻雅彦君） これより、質疑

を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小比類巻雅彦君） ないようですの

で、質疑を終結します。 

 産業建設常任委員会の所管事務調査につい

ては、委員長報告のとおり御了承願います。 

───────────────── 

  ◎日程第３２ 議員の派遣 

○議長（小比類巻雅彦君） 日程第３２ 議

員の派遣を議題とします。 

 詳細につきましては、印刷してお手元に配

付したとおりです。 

 お諮りします。 

 地方自治法第１００条第１３項及び三沢市

議会会議規則第１６０条の規定により、別紙

のとおり議員を派遣することに御異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小比類巻雅彦君） 御異議なしと認

めます。 

 よって、別紙のとおり議員を派遣すること

に決しました。 

───────────────── 

○議長（小比類巻雅彦君） 以上で、本定例

会に付議された事件は全て議了いたしまし

た。 

───────────────── 

  ◎市長挨拶 

○議長（小比類巻雅彦君） ここで、市長よ

り発言の申し出がありますので、この際、発

言を許します。 

 市長。 

○市長（種市一正君） 平成２７年三沢市議

会第３回定例会の閉会に当たり、議長のお許

しを得まして、一言御挨拶申し上げます。 

 今定例会は、去る９月７日に開会され、本

日まで１１日間にわたり、平成２６年度三沢

市一般会計及び特別会計並びに企業会計の決

算認定をはじめ、平成２７年度各会計の補正

予算のほか、行政運営上必要な条例の制定

等、２７の案件について慎重なる御審議を賜

り、それぞれ原案のとおり御議決、御認定を

賜りまして、衷心より感謝申し上げます。 

 御議決を賜りました各議案の執行に当たり

ましては、御審議の過程におきまして議員各

位から賜りました御意見、御提言等を十分尊

重し、最善の効果をおさめるよう努力を傾注

してまいりますので、何とぞ一層の御支援、

御協力をお願い申し上げまして、閉会の挨拶

とさせていただきます。 

 大変ありがとうございました。 

───────────────── 

○議長（小比類巻雅彦君） これをもちまし

て、平成２７年三沢市議会第３回定例会を閉

会します。 

 御苦労さまでした。 

午前１１時５０分 閉会   

 

 


